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告   示 

◎新潟県告示第1462号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年12月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 一般国道 

２ 路 線 名 345号 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

村上市笹川字後ノ山307番１から 

 

新 

 

8.0～35.2メートル 

 

169.5メートル 
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同市板貝字景浦634番２まで  

旧 

 

8.0～22.8メートル 

 

169.5メートル 

 

◎新潟県告示第1463号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年12月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  一般国道 345号 

２ 供用開始の区間 

  村上市笹川字後ノ山307番１から板貝字景浦634番２まで 

３ 供用開始の期日  平成25年12月24日 

 

◎新潟県告示第1464号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年12月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 一般国道 

２ 路 線 名 345号 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

村上市板貝字天王沢638番59から 

 

同市今川字上山１番２まで 

 

新 

 

9.3～30.0メートル 

 

266.8メートル 

 

旧 

 

9.3～30.0メートル 

 

266.8メートル 

 

◎新潟県告示第1465号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年12月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  一般国道 345号 

２ 供用開始の区間 

  村上市板貝字天王沢638番59から同市今川字上山１番２まで 

３ 供用開始の期日  平成25年12月24日 

 

◎新潟県告示第1466号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年12月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 山北朝日線 



第101号 新  潟  県  報 平成25年12月24日(火) 

3 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

村上市蒲萄字ヒコ谷 718番５から 

 

同市葡萄字ヒコ谷719番１まで 

 

新 

 

4.0～10.6メートル 

 

132.0メートル 

 

旧 

 

4.0～6.4メートル 

 

132.0メートル 

 

◎新潟県告示第1467号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年12月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   山北朝日線 

２ 供用開始の区間 

村上市蒲萄字ヒコ谷718番５から同市葡萄字ヒコ谷719番１まで 

３ 供用開始の期日  平成25年12月24日 

 

◎新潟県告示第1468号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年12月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 小揚猿沢線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

村上市下新保字下タ村 244番１から 

 

同市下新保字下タ村2068番２まで 

 

新 

 

4.4～8.8メートル 

 

108.7メートル 

 

旧 

 

4.4～8.6メートル 

 

108.7メートル 

 

◎新潟県告示第1469号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年12月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   小揚猿沢線 

２ 供用開始の区間 

  村上市下新保字下タ村244番１から同市下新保字下タ村2068番２まで 

３ 供用開始の期日  平成25年12月24日 

 

◎新潟県告示第1470号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課
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において縦覧に供する。 

平成25年12月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 山熊田府屋停車場線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

村上市中継字ウロイ渕 773番１から 

 

同市中継字川平776番４まで 

 

新 

 

13.2～23.4メートル 

 

81.5メートル 

 

旧 

 

13.2～23.4メートル 

 

81.5メートル 

 

◎新潟県告示第1471号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年12月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   山熊田府屋停車場線 

２ 供用開始の区間 

  村上市中継字ウロイ渕773番１から同市中継字川平776番４まで 

３ 供用開始の期日  平成25年12月24日 

 

◎新潟県告示第1472号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県糸魚川地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成25年12月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 中尾水込線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

 

 

糸魚川市大字木浦字中尾 19033番３から 

 

同市大字木浦字岸ノ下21396番子まで 

 

新 

 

8.2～17.7メートル 

 

 

83.0メートル 

 

 

 

旧 

 

(A)5.4～17.4メートル 

 

 

83.0メートル 

 

(B)5.0～17.8メートル 

 

89.9メートル 

備考 上記(A)及び(B)は、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 

 

◎新潟県告示第1473号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県糸魚川地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 
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平成25年12月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   中尾水込線 

２ 供用開始の区間 

  糸魚川市大字木浦字中尾19033番３から同市大字木浦字岸ノ下21396番子まで 

３ 供用開始の期日  平成25年12月25日 

 

公   告 

海洋生物資源の保存及び管理に関する県計画の変更について（公告） 

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第77号）第４条第７項及び第８項の規定により、新    

潟県海洋生物資源の保存及び管理に関する計画の一部を次のとおり変更し、平成26年１月１日から適用する。 

平成25年12月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 第１種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量について本県に定められた数量に関する事項 

(1) 平成25年の知事管理量等 

   すけとうだら、まあじ、まいわし、まさば及びごまさば、するめいか並びにずわいがにの管理の対象とな

る期間を平成24年から平成25年に、ずわいがにの知事管理量を337トンに変更した。 

また、まいわしについては知事管理量は定めないものとした。 

(2) 平成26年の知事管理量等 

   すけとうだら、まあじ、まいわし、まさば及びごまさば、するめいか並びにずわいがにの管理の対象とな

る期間を平成25年から平成26年に変更した。 

   また、すけとうだら、まさば及びごまさば並びにずわいがにの知事管理量については、管理の対象となる

期間が開始する前までに設定することとし、まいわしについては知事管理量は定めないものとした。 

２ 第１種特定海洋生物資源の知事管理量について、海洋生物資源の採捕の種類別、海域別又は期間別の数量に

関する事項 

 平成25年のずわいがにの採捕の種類別の数量を次のとおりとした。 

  ずわいがにかご漁業      21トン 

  小型機船底びき網漁業    156トン 

  刺し網漁業         147トン 

  その他のかご漁業等      13トン 

 また、平成26年のずわいがにの採捕の種類別の数量については、管理の対象となる期間が開始する前までに

設定することとした。 

３ 第２種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力可能量のうち、本県に定められた量に関する事項 

  管理の対象となる期間を、平成25年から平成26年に変更した。 

４ 第２種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力量について、採捕の種類別に定める量に関する事項 

  管理の対象となる期間を、平成25年から平成26年に変更した。 

 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について落札者を決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成

７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成25年12月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 調達件名及び数量 

  警報機付きポケット線量計 1,078台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  新潟県出納局会計検査課 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 調達方法 

 購入等 
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４ 契約方式 

 一般競争入札 

５ 落札決定日 

  平成25年11月22日 

６ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社千代田テクノル柏崎刈羽営業所 

  新潟県柏崎市荒浜２丁目15番５号 

７ 落札価格 

  12,847,065円 

８ 入札公告日 

  平成25年10月11日 

９ 落札方式 

  最低価格 

 

選挙管理委員会告示 

◎新潟県選挙管理委員会告示第71号 

漁業法（昭和24年法律第267号）第99条第１項の規定による請求を行う場合に必要な選挙権を有する者の総数の

３分の１の数は、次のとおりである。 

平成25年12月24日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

新潟海区   566 

佐渡海区   352 

 

◎新潟県選挙管理委員会告示第72号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定による政治団体の届出があったので、同法第７条

の２第１項の規定に基づき、その名称等を次のとおり公表する。 

平成25年12月24日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

 

 

 

◎新潟県選挙管理委員会告示第73号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので、

同法第７条の２第１項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

平成25年12月24日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 
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◎新潟県選挙管理委員会告示第74号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定による政治団体の解散の届出があったので、同条

第３項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

平成25年12月24日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 
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◎新潟県選挙管理委員会告示第75号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書の要旨を同

法第20条第１項の規定により次のとおり公表する。 

平成25年12月24日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 
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◎新潟県選挙管理委員会告示第76号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定による資金管理団体の指定の取消し等の届出があ

ったので、同法第19条の２第１項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

平成25年12月24日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

 

 


	主　　要　　目　　次
	告　　　示
	◎新潟県告示第1462号
	◎新潟県告示第1463号
	◎新潟県告示第1464号
	◎新潟県告示第1465号
	◎新潟県告示第1466号
	◎新潟県告示第1467号
	◎新潟県告示第1468号
	◎新潟県告示第1469号
	◎新潟県告示第1470号
	◎新潟県告示第1471号
	◎新潟県告示第1472号
	◎新潟県告示第1473号

	公　　　告
	海洋生物資源の保存及び管理に関する県計画の変更について（公告）
	特定調達契約の落札者等について（公告）

	選挙管理委員会告示
	◎新潟県選挙管理委員会告示第71号
	◎新潟県選挙管理委員会告示第72号
	◎新潟県選挙管理委員会告示第73号
	◎新潟県選挙管理委員会告示第74号
	◎新潟県選挙管理委員会告示第75号
	◎新潟県選挙管理委員会告示第76号


